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先日、近所に住む80歳代の義母が自宅で階段を踏み外して滑り落ち、救急病院に入院してしまいました。

退院後は安心して自宅に戻れるように階段やトイレに手すりを付けたいのですが、その場合に公的な補助金はあ

るのか調べてみました。

義母には住み慣れた自宅に戻って欲しいのですが、

医師には「年齢的にも入院前の7～9割の回復です」と言われています。

これまで1人でできたことが、退院後にはできないことが

多くなってしまうそうです。

自宅で過ごすためには、別表の日常生活動作（ADL）の

指標をもとに、家族やヘルパーによる介助と動作の助けとなる

介護リフォームが必要になります。

介護リフォームでは、階段やトイレの手すりや段差をなくす工事を

した場合に、介護保険により工費20万円を上限として、

最大9割の補助が受けられます。対象となるリフォーム内容が

決まっているので注意が必要です。

◎対象となるリフォーム
①手すりの取り付け

玄関・廊下・階段・トイレ・浴室などに、転倒を防止し、移動の手助けとなる手すりを

取り付ける工事。

➁段差の解消
スロープの設置や床のかさ上げなど、段差による転倒や移動をスムーズにするた

の工事。

③床材変更・滑りにくい床材にする
転倒防止のために滑りにくい床材にしたり、車いす利用のために畳をフローリング

する工事。

④引き戸など扉の交換
車いすでも開閉がしやすいように、開き戸を開閉の楽な引き戸にする工事。

⑤和式から洋式便器に取り換え

高齢者が使用しやすいように和式便器を洋式便器に交換する工事。

※上記5つに付随する下地工事や給水管工事なども支給対象となります。

補助金を受給するためには、以下の支給条件を満たしたうえで、

必ず「工事を始める前に」申請をしなければいけません。
リフォーム内容や費用見積もりを記入した申請書のほか、ケアマネージャーなどの資格保有者が作成した「住宅

改修理由書」などの申請書を提出して審査を受けなければいけません。
裏面に続きます。
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今月号よりかわらばん委員会のメンバーが一部入れ替わりました。

弊社を身近に感じて頂けるよう、さまざまな情報をお伝えしていきたいと思います。

変わらぬご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

かわらばんに関するご要望等ございましたら、是非ご連絡ください。

お待ちしております。 営業部 秋田

◎支給要件
①要介護認定されている介護保険の被保険者であること

補助金を受けるためには、介護保険の被保険者で、要介護認定で「要支援1～2」もしくは「要介護1～5」に

認定されている必要があります。

➁対象の住宅が被保険者の住所と一致すること

補助金の対象となるのは、「介護保険被保険者証」に記載の住所の住宅です。

③利用者が福祉施設や病院に入っていないこと

被保険者が福祉施設に入所または入院中の場合は補助金を受けることができません。

④利用者が以前に上限額まで補助金の支給を受けていないこと

補助金の支給は、原則1人の被保険者につき1回です。ただし、引越しなどで住所が変わった時や要介護認

定が3以上重くなった場合は、再度支給を受けることができます。

介護保険以外にも、市区町村でリフォーム工事費用の助成金制度を設けている場合があります。

自治体によって上限額や支給要件が異なりますので確認が必要です。

実は、義母は数年前にも転んでケガをしており、

「要介護1」の認定を持っていました。

幸い、介護認定を受けた時よりも身体の状態は良くなり、

介助なしに生活することができていましたが、

今回の入院後にはどうなるかわかりません。

数年前の「要介護1」の認定時に、

ケアマネージャーに相談をしてリフォームをしておくべき

だったと後悔しています。

介護リフォームを必要とする高齢者の日常生活動作（ADL）のレベルは年々変わってきます。

転倒によるケガは、高齢者にとって大きなターニングポイントになります。

まずは入院先の病院や地域包括センターに相談をし、ケアマネージャーを紹介してもらいましょう。

そしてケアマネージャーの助言のもと、必要な時に、適切なリフォームをすることが大事だと思います。

営業部 入倉


